久喜市商工会推奨特産品認定要綱
久 喜 市 商 工 会

（目　的）

第1条  久喜市内における産品の中から、優良なるものを久喜市商工会推奨特産品と認定し消費者の信頼を高め、その普及と需要拡大を図ることにより、市内商工業の振興に資することを目的とする。

（定　義）

第２条　　久喜市商工会で開発した産品及び久喜市商工会員事業所で製造販売されている産品（既存産品）に対し、久喜市商工会推奨特産品認定委員会が一定の基準を設け、その基準に適合するものを、久喜市商工会推奨特産品（以下「推奨特産品」）として認定し、この基準に適合するものを消費者が明らかに識別できるよう、推奨特産品に推奨シールを付すことをもって行う。

（推奨認定基準）

第３条　　会長は、第４条に定める久喜市商工会推奨特産品認定委員会の推薦に基づき、久喜市商工会で開発した産品及び久喜市商工会員事業所で製造販売されている産品（既存産品）のうち、品質、デザイン、市場性等に優れた食品(開発商品を含む)、非食品であって、次の各号に掲げる要件に該当する物を、久喜市商工会推奨特産品として推奨認定する。
（1） 郷土色豊かなもの
（2） 内容、品質の充実したもの

（3） 食品衛生法、計量法、意匠その他、関係法規に違反していないもの

（4） 意匠、外装のよいもの
（5） 価格が適正であるもの
（6） 製造、又は加工の最終工程が久喜市において施された商品であること
（7） 常時製造し、市販されている商品であること
（8） 既に特許、実用新案、意匠又は商標等の登録を受けている商品と紛らわしい物でないこと

（９）推奨認定を受けるために特別に調整した商品でないこと
（10）その他、推奨に値すると認められるもの
　　　　　
（推奨特産品の決定）

第４条　　推奨特産品として推薦のあった産品は久喜市商工会推奨特産品認定委員会で審査し、会長が決定する。

（推奨状の交付・登録料）

第5条 推奨特産品として認定された産品に対しては「推奨状」を交付する。推奨の登録料は、
１品につき１,０００円(税別)とする。
（推奨シールの交付・表示）

第6条 委員会で認定を受けた推奨特産品は、「久喜市商工会推奨特産品シール」を使用する事がで
きる。また、推奨特産品シールの価格は１,０００枚で１,５００円(税別)とし、久喜市商工会が交付する。

２　　　久喜市商工会推奨特産品シールは包装紙若しくは容器に表示し使用する。

３　　　久喜市商工会推奨特産品シールの表示に要する経費は、認定を受けた者が負担する。

（推奨期間）

第７条　　推奨の有効期間は、委員会において認定を決定した日から３年間とする。

２　　　認定の有効期間終了後も引き続き認定を受けようとする場合は、改めて再認定の手続きを
するものとする。

（推奨特産品の変更）

第8条 推奨特産品の意匠、内容、容器、量目及び小売価格を変更しようとするときは、あらかじ
め久喜市商工会長の承認を得なければならない。

（登録申請・手数料）

推奨特産品として指定を受けようとするものは、申請書に現品、外装見本及び説明書と登録料として１点につき１,０００円(税別)を添えて１品１枚として、申請するものとする。また、申請点数に制限はないものとする。
（事後検査）

第10条　 会長は、必要に応じて推奨特産品について、審査時の条件を保持しているか随時検査する
ことができる。
（推奨認定を受けた者の責務）
第11条　 委員会で認定を受けた者は、当該推奨特産品について、推奨認定の趣旨及び推奨基準に反
することのないよう努めなければならない。
　 ２ 　  推奨特産品を取扱う者は、推奨された商品のＰＲに努めるものとする。
（推奨の取消）

第12条　 会長は次の各号の１つに該当すると認めたときは、久喜市商工会推奨特産品認定委員会に
はかり推奨を取り消すことができる。
（１）本要綱第３条の要件を欠くに至ったとき
（２）推奨特産品シールを不正に用いたとき
（３）推奨特産品として信用を著しく害する行為があると認めたとき
（４）推奨特産品の製造及び販売を中止したとき
（５）その他本要綱に違反することがあったとき
（雑則）

第13条　 この要綱に定めるもののほか必要な事項は久喜市商工会推奨特産品認定委員会の議を経て
会長が定める。

附則

この要綱は平成２５年１２月１日から施行する。

